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１ 研究の目的 

 第2次大戦後に日本で実施された財閥解体・農地改革と財産税は、日本の企業・経済の仕組みを解体・

再編しただけでなく、社会のあり方をも変革する役割を担った。すなわち、財閥家族などのブルジョア

ジー、巨大地主、上流華族（旧大名）に富が偏在し、労働者・小作人などとの間に著しい資産格差＝不

平等が存在する社会から、一挙に資産格差の縮小＝平等化が進展して、社会のあり方は「中流」社会へ

と変化したのである。 

 本研究の目的は、財閥家族に焦点をあてて、どのようにその巨額の資産が縮小し、財閥家族が「中流」

へと吸収されたかを資料に基づき実証的に明らかにすることである。 

２ 研究の進め方 

 主に分析した資料は、財閥解体の作業を担当した政府の特殊機関＝持株会社整理委員会の文書である。

1946年設立の持株会社整理委員会は、1951年まで財閥家族の資産を厳格に管理し、資産処分に関与し、

資産の動向を把握していた。持株会社整理委員会の重要な任務のひとつが、財閥家族資産の処分（＝換

金）あるいは財閥家族に対する処分の督促であった。 

 財閥家族は最高税率90％という超累進的な財産税（納税は 1947年3月）を、現金・預金だけでは支

払えず、国債や株式（ただし全額払い込み済みのもの）、不動産などによって物納した。財閥家族の資産

内訳は、一部の人について判明しないが、ほとんどについて判明する。財産の課税価格（ほぼ、総資産

から総負債を引いたもの、すなわち純資産）と財産税額は全員について判明するので、財産税によって

純資産がどのように急減したかを分析した。財産税納税後では、残った資産、すなわち株式（未払込金

のあるものは物納できなかったため、ほとんどが未払込金のあるもの）などの有価証券、動産（自動車、

家具、ピアノなど）、不動産（土地、建物）、借入金（マイナスの資産）のうち、有価証券については持

株会社整理委員会に強制的に譲渡され、持株会社整理委員会の手で次々と売却された。このため売却代

金とその行方が資料から判明するので、売却代金とその行方を分析した。また、動産・不動産について

は持株会社整理委員会の監視のもとで財閥家族が処分（売却）することを求められものの、同委員会の

許可なく処分することができなかったため、売却の記録が残っていた。この記録も分析した。 

  

３ 分析の結果、明らかになったこと 

（１）1947年 2月に持株会社整理委員会が事実上、誰を財閥家族に指定するか選定をおこなった。財閥家

族指定要綱は作られていた。ところが要綱に記された５つの基準をすべて満たすものを財閥家族に指定し

たわけではなかった。そのために持株会社整理委員会自体がのちに指定が不適切であるとみるような人が

含まれることになった。そのため、財閥家族として指定された人のなかには、他の指定者に比べると極端

に少額な資産しか所有していない人が含まれているため、資産でも純資産でもかなりばらつきがある。 

（２）財閥家族の指定がおこなわれる頃が、財産税の申告期限（1947年 2月 15日）であったため、持株

会社整理委員会は、財産税の計算基礎となっている資産・負債・純資産を検討して財閥家族を指定するこ

とはできなかった。もし財産税の申告内容を参考にしていれば、指定者の名簿はかなり違うものになった



かもしれない。 

（３）財産税（個人ではなく世帯に対して課税）によって財閥家族の資産は激減した。純資産（課税価格）

がマイナスの 6家を除いた 48家総計でみると、純資産の 85％を財遺産税として徴収されたため、純資産

が元の 15％にまで低下している。なかでも、もっとも純資産が大きい住友吉左衛門家の場合には、89％を

財産税として徴収されたため、11％に低下した。 

        （単位：円） 

指定者 課税価格 a 財産税額 b b/a 残額 a-b 

三井家（１１家） 356,451,814 306,761,825 0.86 49,689,989 

岩崎家（１０家） 161,633,404 135,641,588 0.84 25,991,816 

住友家（４家） 129,815,797 113,669,216 0.88 16,146,580 

古河従純（１家） 38,201,600 32,997,440 0.86 5,204,160 

大倉家（４家） 19,917,281 15,580,370 0.78 4,336,911 

安田家（１０家） 14,858,800 9,221,511 0.62 5,637,289 

野村家（２家） 7,404,664 5,159,355 0.70 2,245,308 

浅野家（４家） 5,998,483 3,776,180 0.63 2,222,303 

鮎川家（１家） 4,344,300 3,091,440 0.71 1,252,860 

中川家（１家） 1,083,917 644,530 0.59 439,387 

総計(48家） 739,710,060 625,543,455 0.85 114,166,604 

      純資産が 10万円を超える世帯数は 47万 6489世帯であり、その純資産合計は 1219億円であった。 

1947年の日本の世帯数は 1587万 0811世帯であるから、10万円超の世帯は全体の 3％にすぎず、残る 97％

（約 1540万世帯）が非課税世帯（純資産が 10万円以下、あるいはマイナス）であった。仮に非課税世帯

の平均純資産を極めて過大に見積もって 5万円とすると、これに対する財閥家族 48世帯の平均純資産額の

倍率は、課税前（1541万円）の 308倍から、課税後（237万円）の 47倍へと、一桁少ない数値になる。 

両者の格差は大幅に縮小したのである。 

（４）財産税支払後に財閥家族に残った資産のうち、ほとんどの有価証券が持株会社整理委員会に強制的

に移管された。その総額は額面金額ベースで 4億 9678万円（うち株式 4億 8822万円）であった。うち 1950

年 3月末までに処分（売却）の終わったものは 1億 3927万円、この処分価格は 2億 8140万円であった。 

 同じく 3月末までに財閥家族自らが処分した比率は、有価証券以外の動産で 19.6％、不動産で 43.5％で

あった。動産の中心となっている書画骨董については、価格が暴落しており、それに対して不動産の価格

はかなり上昇したため、不動産においてかなり処分がおこなわれた。 

 処分代金の使途は、厳しく制限された。たとえば家族が処分した資産の代金は東京銀行指定預金に積み

立てられ、持株会社整理委員会の許可をえて払い戻された。その内訳は、納税資金 59％、生活費 21％であ

る。また、持株会社整理委員会に移管した有価証券の処分代金については、新株払込徴収金の支払い、借

入金の返済、納税などに充当された。いずれにせよ、財閥家族は新たな利殖のために資金を充当すること

はできなかったのである。 

（５）1951年 7月 10日に財閥家族の指定が解除され、持株会社整理委員会へ移管の有価証券関係の処分

資金のうち留保されていた資金が旧財閥家族に交付された。これらの措置により、旧財閥家族において有

価証券などへの投資が可能となった。しかし 1950年までにインフレが昂進したため、現金預金の実質的な

価値は大きく目減りしていた。そのため、住友吉左衛門を例外とすれば、財閥家族は財産税によって規模

が縮小した富裕層のなかにも止まることはできなかったのである。 


